
１．はじめに

近年，排出量取引制度は脱炭素化に向けた社会・経

済の構造転換を実現するための具体的な政策手段の

１つとして位置づけられるようになっている。2000

年代には，欧州連合において域内排出量取引制度

（European Union Emissions Trading Scheme: EU-

ETS）が導入され，米国では北東部諸州が地域温室効

果ガス・イニシアティブ（Regional Greenhouse Gas 

Initiative: RGGI）を立ち上げて排出量取引を活用した

排出削減の取り組みを開始するなどの動きがみられた。

2010年代に入ると，韓国をはじめとするアジアのいく

つかの国や地域で排出量取引制度の導入が進んだ。日

本では，東京都が2010年度から温室効果ガス排出総量

削減の義務付けと排出量取引制度を開始し，2011年度

からは埼玉県が目標設定型排出量取引制度を実施して

いる。

こうして排出量取引の導入が進展していく中，EU-

ETSやRGGI，東京都の事例に対して，排出削減効果

や経済への影響，イノベーション促進効果といった

面での評価が試みられるようになっている（Martin, 

et al., 2016; Murray and Maniloff, 2015; Arimura and 

Abe, 2019）。筆者は，拙稿（浜本，2018; Hamamoto, 

2019）において，埼玉県の目標設定型排出量取引制度

が排出削減や低炭素技術導入のインセンティブを与え

る機能を有していることを実証的に示した。目標設定

型排出量取引に関しては，制度設計上の特徴の１つと

して，削減目標が未達成でも罰則がない（すなわち目

標達成は義務とされていない）という点が挙げられる。

筆者による上記の研究結果は，排出量取引がたとえ義

務的な制度でなくても，排出削減に向けた行動を促す

ことが可能であることを示唆している。

このように，現行の排出量取引の制度設計が排出削

減行動にいかなる影響を及ぼしたかを考察することは，

排出量取引制度が今後どう設計されるべきかを検討す

る際に必要となる知見の獲得につながる重要な作業で

ある。目標設定型排出量取引には，義務的な制度では

ないという点のほかにもいくつかの制度設計上の特徴

がある。本稿では，目標設定型排出量取引の制度設計

の特徴が排出削減に向けた行動にどのような影響を与

えたかについて，埼玉県が公表しているデータを用い

ながら検討する。

２．制度設計の概要と排出削減の動向

目標設定型排出量取引制度の対象は，原油換算で年

間1,500kL以上のエネルギーを３カ年度連続して使用

する事業所である。この制度が始まる１年前の2010

年度から実施されている「地球温暖化対策計画制度」

（以下，計画書制度）は，埼玉県内の原油換算エネル

ギー使用量の合計が年間1,500kL以上の事業者，およ

び店舗面積10,000m2以上の事業所を有する事業者に対

して，保有する事業所ごとに温室効果ガス排出削減の

目標を設定し，削減活動に関する計画を作成し県に報

告することを義務付けている。目標設定型排出量取引

制度の対象事業所は，計画書制度の対象でもある。表

１に示すように計画書制度では事業所の種別が定めら

れており，目標設定型排出量取引制度の対象となる事

表１　地球温暖化対策計画制度の下での事業所の種別

Ａ事業所 原油換算エネルギー使用量が1,500kL未
満の事業所

Ｂテナント等事業所
原油換算エネルギー使用量が1,500kL以
上であるが，テナント等（Ｃ事業所の
一部）となっている事業所

Ｂ事業所
原油換算エネルギー使用量が1,500kL以
上でかつテナント等ではないが，３カ年
度連続して1,500kL以上ではない事業所

Ｃ事業所
（排出量取引の対象）

原油換算エネルギー使用量が３カ年度
連続して1,500kL以上である事業所で，
テナント等ではないもの

出典：埼玉県ホームページ（https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0502/ontaikeikakusyo.html）。
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業所は「Ｃ事業所」に分類される。

目標設定型排出量取引制度の対象となった事業所

は削減目標量が設定される。この削減目標量は，目

標削減率に基準排出量を乗じて算定される。第１削

減計画期間（2011～2014年度）および第２削減計画期

間（2015～2019年度）における目標削減率は，オフィ

ス・商業施設・教育施設・病院など（第１区分①）に

ついてはそれぞれ８％と15％，工場・廃棄物施設・

上下水道施設など（第２区分）についてはそれぞれ６

％と13％である１）。一方，基準排出量は，既存事業所

（2006年度から2010年度まで５カ年度連続で原油換算

で1,500kL以上のエネルギーを使用した大規模事業所）

の場合，2002年度から2007年度までの任意の連続する

３カ年度の排出量の平均をとることによって算定され

る２）。なお，目標削減率が設定されるガスはエネルギ

ー起源の二酸化炭素（CO2）である。

目標設定型排出量取引制度の下では，目標削減率を

事業所自らの削減努力で達成できず，排出量取引など

の遵守に向けた対応を行わなかった場合でも罰則を受

けることがない。このように，同制度では，目標削減

率の設定は強制的になされるが，その達成は義務付け

られていない。加えて，目標設定型排出量取引制度

の対象となっていた事業所の年間使用エネルギーが

1,000kLを下回った場合，あるいは３カ年度継続して

1,000～1,500kLとなった場合，当該事業所はこの制度

から離脱することができる。

第１削減計画期間における排出削減の状況について

は，埼玉県環境部温暖化対策課が作成した資料によれ

ば，基準排出量からの削減率が全体で22％であった。

同期間に目標設定型排出量取引制度の対象となった

608の事業所のうち，削減目標を達成できた事業所は

599であった。したがって，９つの事業所が自らの努

力では削減目標を達成できず，排出量取引による遵守

に向けた対応も行わなかったということになる３）。こ

うした事業所が存在することは，目標設定型排出量取

引が義務的な制度ではないことに起因する。

図１は，第１削減計画期間に目標設定型排出量取引

制度の対象となった事業所全体のCO2排出量の推移を

示している。この図から，Ｃ事業所全体の実績排出量

は，同制度が開始される１年前の2010年度には，2011

年度の基準排出量と比較して約17％も少ない水準であ

ったことがわかる。このように制度開始前から実績排

出量が基準排出量よりも少ない状態になっていた要因

の１つに，基準排出量の設定方法が考えられる。上で

述べたように，目標設定型排出量取引制度では，既存

事業所の基準排出量は2002～2007年度の任意の連続す

る３カ年度の排出量の平均をとることによって算定さ

れる。このように2002～2007年度の中から連続する３

カ年度をどう選択するかが任意であるならば，対象事

業所にとっては，基準となる排出量をできるだけ大き

く設定できるように３カ年度を選ぶのが合理的であろ

う。このようなことから基準排出量が大きめに算定さ

れたために，制度開始前の2010年度には対象事業所全

体でみてすでに目標削減率が達成されているような結

果につながったものと思われる。

こうしてみると，目標設定型排出量取引制度の対象

事業所は，さしたる削減努力を必要とせずに第１削減

計画期間の目標削減率を達成できたように思えるかも

しれない。しかし，対象事業所は，制度導入を受け

てCO2排出削減に向けて様々な対策を実施していたこ

とが「事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告」

（以下，計画・実施状況報告書）の記載内容から窺え

る。計画書制度の対象となる事業者が提出するこの計

画・実施状況報告書には，「温室効果ガスの排出の抑

制等に関する措置の計画及び実施状況」という項目が

あり，そこには対策の内容や実施時期などについて詳

細に記載されている。図２および図３は，その情報を

基に，目標設定型排出量取引制度の対象事業所が2008

～2015年度に実施した対策の件数を，計画書制度が定

める対策区分の大区分ごとに集計したものである。な

お，計画書制度の対策区分は業務部門と産業部門に分

かれているため，ここではそれにしたがい，業務部門

での対策は図２に，産業部門での対策は図３にそれぞ

れ分けて示している。これら２つの図からは，目標設

定型排出量取引制度が始まる2011年度に向けて各種対

策の実施件数が増加していき，制度開始後はむしろ実

施件数が減少する傾向にあったことがみてとれる。こ

のように目標設定型排出量取引制度の対象事業所が
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2011年度よりも早い時期から排出削減に向けて様々な

対策に取り組んだことも，制度開始前の2010年度にす

でに目標削減率が達成されていたことの要因として指

摘できる。

2011年には東日本大震災が発生し，これによって引

き起こされた福島第一原子力発電所事故の影響で埼玉

県内でも計画停電が実施された。またこの事故による

東京電力管内の電力供給能力の低下を受けて，政府に

よる節電要請も行われた。こうしたことが目標設定型

排出量取引制度の対象事業所によるエネルギー使用量

抑制の取り組みを促し，結果として第１削減計画期

間内にCO2排出削減が進展したという可能性も指摘で

きる。しかし，図２・図３は，排出削減のための対策

の多くが，目標設定型排出量取引制度の開始を控えて，

その対応のために東日本大震災発生以前からすでに取

り組まれていたことを示唆している。

対象事業所による削減目標達成に向けた行動に影響

を与えることが予想される制度設計上の特徴としては，

先に挙げた基準排出量の設定方法のほかに，制度の対

象となる条件，および制度の対象から除外されるため

の条件が考えられる。年間使用エネルギーが1,000kL

を下回った場合，あるいは３カ年度継続して1,000～

1,500kLとなった場合は目標設定型排出量取引制度か

ら離脱することができる。すでに対象となっている事

業所（Ｃ事業所）は，エネルギー使用量の規模からみ

てこの条件を満たす可能性がある場合には，エネルギ

ー消費の削減により努めるかもしれない。一方，対象

となっていない事業所（Ａ事業所・Ｂ事業所）は，年

間エネルギー使用量が３カ年度連続して1,500kLを超

える可能性がある場合には，制度の対象になるのを回

避しようとしてエネルギー使用量の抑制により努力す

ることがありうる。そこで次節では，目標設定型排出

量取引制度における対象事業所の範囲設定のあり方が

排出削減行動にいかなる影響を及ぼしたかを検討する

ために，Ａ事業所・Ｂ事業所およびＣ事業所のエネル

ギー使用量の削減動向について定量的に分析する。
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図１　目標設定型排出量取引対象事業所の総排出量の推移

注：2010年度の実績排出量は，第１削減計画期間において目標設定型排出量取引制度の対象になったことのある608事業所の合計である。
なおこの図は，埼玉県が作成・公表している「目標設定型排出量取引制度における第１計画期間の大規模事業所の状況」を基に筆者
が作成した。
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は，計画・実施状況報告書からデータが得られるＡ・

Ｂ事業所およびＣ事業所に関して，2010年度のエネル

ギー使用量と2014年度におけるエネルギー使用量変化

率（2010年度比）の関係を散布図で示したものである。

３．対象事業所の範囲設定は排出削減行動に影響したか

地球温暖化対策計画制度の対象事業所のエネルギー

使用量については，2010年度からのデータが計画・

実施状況報告書に記載されている。図４および図５

業務部門

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

一般管理事8 28 87 61 19 3 2 18
熱源設備・ 23 28 78 66 41 26 19 30
空気調和設20 61 135 117 47 44 33 49
給湯設備，3 4 25 8 4 5 2 12
受変電設備20 62 159 165 97 72 39 67
昇降機，建2 9 25 34 19 7 8 10
負荷平準化1 4 10 11 12 8 6 4
その他 1 7 11 5 4 3 30 10

産業部門

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

一般管理事20 65 167 126 80 30 21 31
ボイラー，工54 85 205 153 148 135 113 74
空気調和設31 73 171 216 141 114 89 72
発電専用設0 1 3 8 13 1 6 6
受変電設備14 21 45 53 34 34 31 21
ポンプ，ファ53 67 185 175 140 125 75 70
電動力応用23 30 59 51 53 37 26 26
照明設備 25 74 168 208 122 110 93 85
昇降機 0 2 3 3 2 2 0 1
給湯設備 1 2 5 3 3 1 2 0
事務用機器2 4 20 18 8 1 2 2
その他 4 18 21 32 21 17 84 31
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電動力応用設備，電気加熱設備等 照明設備

昇降機 給湯設備

事務用機器 その他

図２　業務部門における排出削減対策

注：目標設定型排出量取引制度の第１削減計画期間の対象事業所を保有する事業者が提出した「事業所の地球温暖化
対策計画・実施状況報告」（平成22～27年度）を基に筆者が作成した。
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図３　産業部門における排出削減対策

注：目標設定型排出量取引制度の第１削減計画期間の対象事業所を保有する事業者が提出した「事業所の
地球温暖化対策計画・実施状況報告」（平成22～27年度）を基に筆者が作成した。
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なお，Ａ事業所のデータについては，ある事業者が複

数のＡ事業所を保有している場合，計画・実施状況報

告書には集計値のみが記載されているため，個々の事

業所のデータが不明である。ただし，計画・実施状況

報告書には，保有するＡ事業所の数が記載されている

ので，それを参考に，ここではある事業者が保有する

Ａ事業所の数が１とされているデータのみを用いてい

る。また，図４に関しては，2010年度のエネルギー使

用量が2,000kL未満の事業所のデータに限定している。

これは，エネルギー使用量の規模が元々大きいために，

エネルギー消費の節減に努力しても将来的に目標設定

型排出量取引制度の対象となるのを回避することが難

しい事業所を除外するためである。

図４および図５をみるだけでは，エネルギー消費規

模とエネルギー使用量の変化との間にある関係を読み

取ることは難しい。そこで，以下ではこれらの間に次

のような関係があるものと想定して計量分析を試みる。

emission_changei = β０ + β１（log（emission_2010i））2 

　　　　　　　　　+ β２log（emission_2010i） + εit

ここで，emission_changei は事業所の2014年度における

エネルギー使用量の変化率（2010年度比），emission_2010i 

は2010年度のエネルギー使用量，εitは誤差項である。
site_no enecom_10 log_enecom_10 change_rate enecom_14 2010年のエネルギー使用量が2000kL未満の事業所に限定

16701 1,973 3.295127085 -0.08717689 1,801
34305 1,876 3.273232834 -0.29850746 1,316
2102 1,841 3.265053789 -0.26996198 1,344
7501 1,781 3.250663919 -0.1173498 1,572

27001 1,719 3.235275877 -0.01279814 1,697
801 1,717 3.234770295 -0.14443797 1,469
400 1,637 3.214048679 -0.3072694 1,134

37400 1,627 3.211387553 -0.24646589 1,226
3002 1,615 3.208172527 0.00123839 1,617

44200 1,607 3.206015877 -0.15805849 1,353
2400 1,582 3.199206479 -0.27939317 1,140

25000 1,554 3.191451014 -0.14929215 1,322
34901 1,535 3.18610838 -0.06840391 1,430
48401 1,529 3.184407485 0.150425114 1,759

413101 1,528 3.184123354 0.041230366 1,591
25700 1,525 3.183269844 -0.2052459 1,212
42603 1,510 3.178976947 0.025827815 1,549
53001 1,508 3.178401342 0.082228117 1,632
54001 1,482 3.170848204 0.307017544 1,937

216901 1,472 3.16790781 0.200407609 1,767
203401 1,468 3.166726056 0.010899183 1,484
49600 1,462 3.164947373 -0.28659371 1,043
53801 1,462 3.164947373 0.107387141 1,619
49701 1,428 3.154728207 0.478291317 2,111
12100 1,422 3.152899596 -0.09423347 1,288

216902 1,408 3.148602655 0.131392045 1,593
500 1,388 3.142389466 0.064121037 1,477

43600 1,351 3.130655349 -0.33678756 896
33700 1,318 3.11991541 -0.91047041 118

207000 1,264 3.101747074 -0.22310127 982
49702 1,256 3.098989639 0.249203822 1,569
34700 1,236 3.092018471 -0.17799353 1,016
52901 1,224 3.087781418 0.517156863 1,857

203400 1,208 3.082066934 -0.19950331 967
208601 1,207 3.08170727 0.333885667 1,610
18900 1,155 3.062581984 -0.18787879 938
44200 1,152 3.061452479 0.177083333 1,356
44300 1,025 3.010723865 -0.23707317 782
38400 1,013 3.005609445 0.246791708 1,263
6000 989 2.995196292 -0.31648129 676

21100 973 2.98811284 -0.22302158 756
12902 973 2.98811284 0.806783145 1,758
21600 954 2.979548375 -0.25890985 707
43000 872 2.940516485 0.559633028 1,360
52600 814 2.910624405 -0.01351351 803
37000 797 2.901458321 -0.36386449 507
21300 763 2.882524538 -0.94888598 39
43200 751 2.875639937 -0.01731025 738
15700 745 2.872156273 0.010738255 753
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図４　Ａ・Ｂ事業所におけるエネルギー使用量の変化

注：地球温暖化対策計画制度の対象事業者が提出した「事業所の地球温暖化対策計画・実
施状況報告」を基に筆者が作成した。

site_no enecom_10 log_enecom_10 change_rate enecom_14 3.176091
101 3,220 3.507855872 -0.01770186 3,163
201 3,763 3.575534218 -0.2925857 2,662
301 1,737 3.239799818 0.117443869 1,941
401 8,450 3.926856709 -0.15550296 7,136
501 2,734 3.43679851 -0.03182151 2,647
601 2,406 3.381295623 -0.24522028 1,816
602 2,273 3.356599436 -0.03343599 2,197
901 1,959 3.292034436 -0.09851965 1,766
1001 1,837 3.264109156 -0.3424061 1,208
1002 2,090 3.320146286 -0.17990431 1,714
1101 3,078 3.488268615 1.145873944 6,605
1301 20,916 4.320478633 -0.00812775 20,746
1401 14,299 4.155305666 -0.01426673 14,095
1501 3,966 3.59835271 -0.22945033 3,056
1701 1,604 3.205204364 0.012468828 1,624
1801 5,795 3.76305344 -0.04641933 5,526
1901 2,777 3.44357588 0.051134318 2,919
2001 6,000 3.77815125 0.5375 9,225
2101 8,873 3.948070482 -0.33551223 5,896
2201 1,650 3.217483944 0.055151515 1,741
2301 3,513 3.54567815 -0.03586678 3,387
2401 5,076 3.705521613 -0.12529551 4,440
2501 3,894 3.590395947 -0.18721109 3,165
2701 2,298 3.361350024 -0.28503046 1,643
2801 14,479 4.160738568 -0.16686235 12,063
2901 4,184 3.621591676 -0.31931166 2,848
2903 2,195 3.341434525 -0.18223235 1,795
2905 1,542 3.188084374 -0.00129702 1,540
3001 2,932 3.467163966 -0.10197817 2,633
3101 2,467 3.392169149 0.045804621 2,580
3301 6,180 3.790988475 0.166990291 7,212
3401 2,455 3.390051496 0.093279022 2,684
3501 3,490 3.542825427 -0.05673352 3,292
3601 5,439 3.735519059 -0.0137893 5,364
3701 3,203 3.505556939 -0.1710896 2,655
3702 1,393 3.143951116 -0.17444365 1,150
3801 3,163 3.500099192 0.035093266 3,274
3901 2,981 3.474361976 -0.13854411 2,568
4001 3,595 3.555698895 0.164673157 4,187
4101 28,080 4.448397103 -0.0119302 27,745
4102 2,268 3.35564305 -0.11199295 2,014
4201 3,713 3.569724949 -0.02531646 3,619
4202 117,338 5.069438681 -0.02175766 114,785
4301 6,850 3.835690571 -0.20175182 5,468
4302 9,378 3.972110228 -0.07389635 8,685
4401 51,600 4.712649702 0.046899225 54,020
4501 5,370 3.729974286 0.041340782 5,592
4801 4,150 3.618048097 -0.22578313 3,213
4901 2,226 3.34752516 -0.13701707 1,921
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図５　Ｃ事業所におけるエネルギー使用量の変化

注：地球温暖化対策計画制度の対象事業者が提出した「事業所の地球温暖化対策計画・実
施状況報告」を基に筆者が作成した。
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エネルギー消費規模とエネルギー使用量の変化との

間にある関係を明らかにするために，上記のモデルを

図４および図５のデータを用いて推定したところ，表

２に示すような結果が得られた。なお，Ｃ事業所のデ

ータを用いた回帰分析では，目標削減率の差異の影響

を捉えるために，目標削減率が８％に設定されている

事業所を１，６％に設定されている事業所を０とする

ダミー変数（target_8と表記）を説明変数に加えてい

る。表２の結果は，2010年度のエネルギー使用量の２

次の項と１次の項はともに，Ａ・Ｂ事業所のデータを

用いた場合とＣ事業所のデータを用いた場合の双方に

おいて統計的に有意であることを示している。これは，

エネルギー消費規模とエネルギー使用量の変化との関係

が下に凸の２次関数で表現できることを意味している。

図６および図７は，表２に示す回帰係数を用いて，

Ａ・Ｂ事業所とＣ事業所のそれぞれに関してエネルギ

ー消費規模とエネルギー使用量の変化の関係をグラフ

で表したものである。図６にあるＡ・Ｂ事業所に関す

るグラフをみると，エネルギー消費規模が大きいほど

エネルギー使用量の削減率が大きいことがわかる。目

標設定型排出量取引制度の対象になるのを回避するに

は，年間エネルギー使用量が1,500kL（図６の横軸で

は約3.18）を３カ年度連続して超えてはならない。図

６のグラフは，1,500kLの近傍からこれを超える水準

のエネルギー消費規模を有する事業所が，エネルギー

使用量の削減により努力したことを示唆している。こ

の結果から，目標設定型排出量取引制度の下での対象

事業所の範囲設定は，制度の対象になる可能性のある

事業所に対しても，エネルギー消費の抑制に向けた活

動を促す機能を有していると推察される。

図７にあるＣ事業所のグラフは，横軸の数値でみて

約3.976において最小値をとる形になっている。これ

は，2010年度のエネルギー使用量で9,500kL前後のエ

ネルギー消費規模を有する事業所のエネルギー使用量

削減率が最も大きく，エネルギー消費規模がこれを超

えてより大きくなるほど，あるいはこれをより下回る

ほど，エネルギー使用量の削減率が小さいということ

を示している。エネルギー消費規模が1,500kLに近い

対象事業所であれば，エネルギーの節減に努めること

で目標設定型排出量取引制度から除外される可能性は

高いと考えられる。しかし，エネルギー使用量の変化

率でみた場合に，そうした事業所がエネルギーの節減

に最も努力したという証拠は，図７のグラフからは見

出すことができない。なお，目標削減率の差異の影響

については，６％に設定されている事業所と比較して，

８％に設定されている事業所の方が2014年度における

エネルギー使用量の節減分が９ポイントほど大きいと

いう傾向が示されている。

表２　エネルギー使用量の変化率と規模に関する回帰分析

Ａ事業所・Ｂ事業所

説明変数 係数
（log（emission_2010））２ 　0.0261 （0.0105）**
log（emission_2010） －0.2516 （0.1012）**
定数 　0.4252 （0.2205）*
R-squared 　0.0543
N 112

Ｃ事業所
説明変数 係数

（log（emission_2010））２ 　0.0877 （0.0437）**
log（emission_2010） －0.6974 （0.3389）**
target_8 －0.0889 （0.0178）***
定数 　1.3229 （0.6495）**
R-squared 　0.0544
N 555

注：括弧内の数値は標準誤差である。***は１%水準，**は５%水
準，*は10%水準でそれぞれ有意であることを意味する。
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４．おわりに

本稿では，埼玉県で実施されている目標設定型排出

量取引の制度設計の特徴がCO2排出削減に向けた行動

に及ぼした影響について定量的に把握することを試み

た。とくに，この制度の対象となる事業所の範囲設定

の仕方が，県内事業所のエネルギー消費にどのような

影響を与えたかという点に着目し，これに関して計量

分析を行った。その分析から，「年間エネルギー使用

量が1,500kLを３カ年度連続して超える」という，目

標設定型排出量取引制度の対象となる条件が，同制度

の対象となっていない事業所に対して，エネルギー使

用量の抑制・節減を促す効果を有していることを示

唆する結果が得られた。一方，努力次第で目標設定型

排出量取引制度からの離脱も可能であると考えられる，

1,500kLに近いエネルギー消費規模を有する対象事業

所におけるエネルギー使用量削減率が特段に大きいわ

けではないことも明らかになった。

本稿は，目標設定型排出量取引制度の第１削減計画

期間に関するデータに基づいて分析を行った。第２削

減計画期間に関しても，同制度が排出削減インセンテ

ィブを与える機能を有したか否か，また制度設計上の

特徴が排出削減行動にどのような影響を及ぼしたかに

ついて，今後公表されるデータを用いて検証を試みた

い。
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図６　Ａ・Ｂ事業所におけるエネルギー消費規模とエネルギー使用量変化率との関係
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. reg changerate lenlenecom_10

Source SS df MS Number of obs = 112
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lenecom_10_2 0.0261414 0.0104702 2.5 0.014 0.00539 0.046893
lenecom_10 -0.251582 0.1012437 -2.48 0.014 -0.45224 -0.05092
_cons 0.4252458 0.2204998 1.93 0.056 -0.01178 0.862269

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

20
14

年
度

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

変
化

率
（
20

10
年

度
比

）

2010年度エネルギー使用量（対数値）

図７　Ｃ事業所におけるエネルギー消費規模とエネルギー使用量変化率との関係
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＜注＞

１）事業所の区分には，第１区分①と第２区分に加え

て，第１区分②がある。これは，第１区分①のうち，

事業所外から供給された熱が使用エネルギーの２割

以上である事業所とされており，第１および第２削

減計画期間の目標削減率はそれぞれ６％と13％に設

定されている。

２）新規事業所（既存事業所以外の大規模事業所）の

基準排出量は，過去の排出量の平均（削減計画期間

の開始年度の４年度前から前年度までのうち連続す

る３カ年度の排出量の平均）か，排出標準原単位

（床面積当たりなどで，県が設定）を用いた算出値

のいずれかで設定される。

３）第１削減計画期間における目標設定型排出量取

引制度対象事業所の排出状況・削減状況について

は，埼玉県ホームページ参照（https://www.pref.

saitama.lg.jp/a0502/sakugen.html）。
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The Design of Emissions Trading Systems and Actions to Reduce Emissions: 
The Case of the Saitama Target-Setting Emissions Trading Program

HAMAMOTO, Mitsutsugu

Saitama Prefecture started the “Target-Setting Emissions Trading Program （TSETP）” in April 2011 with 

the aim of reducing carbon dioxide （CO2） emissions from large emitters such as factories and office buildings. 

This paper examines whether the design features of the TSETP affected actions to reduce CO2 emissions. The 

results show that the TSETP incentivized facilities that were not subject to the program to reduce their energy 

consumption. This suggests that such facilities made efforts to suppress energy consumption so as not to be 

covered by the TSETP.
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